
三重県雇用経済部
中小企業・サービス産業振興課

三重県中小企業融資制度要綱集

令和５年度
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５ 三重県新型コロナウイルス感染症対応資金について、当初貸付日から３年を経過した場合、融資

利率を金融機関所定利率（年率１．６％以内）に変更できるものとする。 
 

（借換等の取り扱い） 

第１２条 各要綱による融資で、他の融資の借換又は一本化を行うことは原則としてできないもの

とする。 
ただし、以下の融資制度を利用する場合であって、他の融資の借換又は一本化について取扱金

融機関及び信用保証協会が合意した場合に限り、これを認めるものとする。 
（１）セーフティネット資金 

保証協会の保証付融資（緊急保証関連、経営安定化保証、セーフティネット資金、県制度

として実行されたその他の責任共有対象外保証）を一本化することで、毎月の返済額が軽減

されること。 

（２）小規模事業資金（再成長支援扱い）、小規模借換資金 
（３）事業承継フォロー資金 

（４）再チャレンジサポート資金 

（５）リフレッシュ資金（新型コロナ・物価高騰等対応（一般扱い）） 

複数の保証協会の保証付融資（一般保証、県制度として実行されたその他の責任共有対象

保証）を一本化することで、毎月の返済額が軽減されること。 

  ※（２）から（４）までの資金は各融資要綱に定めるとおり。 

 

（補助金等の取り扱い） 

第１３条 融資利率の軽減措置につき、取扱金融機関に交付する利子補給補助金の取り扱いについ

ては、三重県中小企業融資制度利子補給補助金交付要領による。 
２ 保証料率の軽減措置につき、保証協会に交付する保証料軽減補助金の取り扱いについては、三

重県中小企業融資制度保証料軽減補助金交付要領による。 
３ 取扱金融機関及び保証協会による報告漏れ又は請求漏れにより、補助金の額に漏れがあった場

合は、取扱金融機関及び保証協会はこの請求権を放棄したものとする。 
 

（融資利率及び保証料率） 

第１４条 融資利率及び保証料率は各資金融資要綱に定めるとおりとする。ただし、金利情勢に急激

かつ大きな変動が発生した場合などは、この限りではない。 

 
（暴力団排除の取り組み） 

第１５条 取扱金融機関及び保証協会は、別表４（三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除

措置要綱別表）のいずれかに該当する者による利用の排除に努めるものとする。 

 

 

附 則 
１ この細則は、令和５年４月１日から施行する。 
２ 令和４年度三重県中小企業融資制度実施細則は、令和５年３月３１日付けで廃止する。 

３ 一部改正 令和５年８月７日 
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様式１  

返済条件変更決定通知書 

 

 

 
 年 月 日 

 

 

三 重 県 知 事 あて 
 

 

取扱金融機関 

 

 

三重県中小企業融資制度にかかる融資について、下記のとおり返済条件の変更を決定いた 
しましたので通知します。 

 

記 

 
１ 融資先 所 在 地 

企業名（屋号） 

代 表 者 氏 名 

 
 

２ 資金名 

 

 

３ 条件変更の内容 

 

 当 初 条 件 変 更 後 条 件 

実 行 日
融資実行日 

  年  月  日

条件変更実行日 

  年  月  日

融 資 額
当初融資額 

円

条件変更時残高 

円

融 資 利 率
当初融資利率 

％

条件変更後融資利率 

％

返 済 日
第一回返済日        日 

毎月返済日         日 

第一回返済日        日 

毎月返済日         日 

毎 月 返 済 額 円 円

最終回返済額 円 円

完 済 予 定 日   年  月  日   年  月  日

保 証 承 諾 日   年  月  日   年  月  日

差 入 担 保

保 証 人 等

その他変更条件

  



別表１ 融資対象外の業種  
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１ 農業（製造加工設備を有する荒茶・仕上茶製造、菌床栽培方式による生産で一定の生産 

設備を有するきのこ製造業、苗床栽培方式による生産で一定の生産設備を有するかいわれ 

大根製造業、製造加工設備を有するもやし製造業、製造加工設備を有する蚕種製造業及び 

蚕種製造請負業、人工ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業、畜産サービスのうちてい鉄修理業、 

家畜貸付業を除く。なお、養鶏業は担保付で融資対象とする。） 

２ 林業（素材生産業、素材生産サービス業、製造加工設備を有する製薪炭・薪請負製造・ 

炭焼き請負・炭賃焼を除く。） 

３ 漁業（養殖から加工までを一貫作業として行っている真珠養殖業を除く。なお、真珠養 

殖業は担保付で融資対象とする。） 

４ 金融・保険業（クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業（補助的金融商品取引業

を除く。）、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業（資金決済に関する

法律第２条第２５項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第３条第１項に規定する前払

式支払手段の発行の業務を行うものに限る。）、金融代理業（金融商品仲介業に限る。）、保険媒

介代理業、保険サービス業を除く。） 

５ 「製造業」、「小売業」のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下

「風営法」という。）第２条第６項第５号に規定する店舗型性風俗特殊営業（ポルノショッ

プ、ポルノビデオショップ）、同条第７項第２号に規定する無店舗型性風俗特殊営業（通信販

売） 

６ 飲食店のうち、風営法第２条第１項第１号～５号に規定する風俗営業の許可を受けている

もので、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの 

７ 「旅館業」のうち、風営法第２条第６項第４号に規定する店舗型性風俗特殊営業（モーテル

等） 

８ 「特殊浴場業」のうち、風営法第２条第６項第１号に規定する店舗型性風俗特殊営業（ソ

ープランド） 

９ 「娯楽業」のうち、風営法第２条第６項第２号（ファッションヘルス）、第３号（ストリ

ップ劇場）及び第６号に規定する店舗型性風俗特殊営業（ポルノ映画館、ポルノビデオ室）、

同条７項第１号に規定する無店舗型性風俗特殊営業（出張ヘルス）並びに同条第８項に規定

する映像送信型性風俗特殊営業 

１０「物品賃貸業」のうち、風営法第２条第６項第５号に規定する店舗型性風俗特殊営業（ポ

ルノビデオレンタル） 

１１ 「他に分類されないその他の事業サービス業」のうち、集金業、取立業（公共料金又は

これに準ずるものに係るものは除く。） 

１２ 宗教 
１３ 政治、経済、文化団体 
１４ その他信用保証を付する対象として不適当と判断される業種  
※その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、取扱に変更等がある場合は、各規程 

に基づき取り扱うものとする。 
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